
  

社会福祉協議会は、住民の皆さんの会費で支えられる民間の福祉団体です。 
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こんにちは 
  大玉社協介護事業課です 

 私たち介護事業課では、地域包括支援センター・
居宅介護支援事業所・訪問介護事業所３つの専門職
の 職 員 が 日 々 「 介 護 」 と い う 仕 事 に 
奮闘しています。それぞれの分野を活かして皆様の
暮らしを支えるお手伝いをさせていただきます。 
いつでもお気軽にご相談ください！ 
 
問合せ：介護事業課℡0243-48-4850（平日 8：30～17：15） 

2.3ページ 令和 5年度事業及び当初予算 

4ページ 令和 4年度事業・収支決算報告 

5ページ 大玉村保育所だより 

6ページ 地域包括支援センター通信 

 こんにちは、社協のケアマネジャーです 

      7ページ いきいきさくらご案内 

さくらカフェ通信 

8ページ 各種お知らせ  
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職員紹介☆大玉村保育所保育士 鈴木
す ず き

広子
ひ ろ こ

 

ひとこと：子ども達から元気をもらっています。 

 

 

 令和 5年度事業計画に基づき、誰もが住みやすい 

大玉村となるよう地域福祉活動を推進します。 

 

◎大玉村総合福祉センターさくらの経営 

「高齢者、児童、心身障がい者、老人福祉団体等が、日常的に触れ合う事のできる福祉の場の提供」を目的に 

大玉村の地域福祉推進の一翼を担います。 

◎高齢者生きがい活動支援通所事業 

（いきいきさくら） 

高齢者の社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び

要支援・要介護状態になる事の予防に努め、健康寿命を

延ばすべく取り組みます。 

◎保健医療、教育その他の 

社会福祉と関連する事業 

ふれあい・いきいきサロン開催支援事業では、村内全域 

でのサロン活動の充実、参加者の増加を図るため、運営支援をします。 

生活困窮者自立支援法に伴う事業では、福島県社会福祉協議会と協

力して、対象者の自立生活へ向けた支援を行います。 

◎放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

村内小学校に在籍する昼間保護者

のいない家庭の放課後児童に、適切

な生活や遊びの場を提供し、児童の

健全育成と事故防止に努めます。 

◎ボランティア活動の振興 

地域福祉講座やボランティア

講座、各種イベントを実施し、ボ

ランティアを始めるきっかけづく

りを提供します。 

◎ファミリーサポート事業 

子育て世代の孤立感、負担感の解消のため、交流

の場を提供し様々な相談に対応します。 

当初予算歳入総額 ３５９，５２９千円 

保育事業村補助金収入

170,000

村補助金収入   22,789

村受託金収入 

           71,507

介護保険事業収入

              52,975

事業収入  9,672

県社協受託金収入  4,800
その他収入  27,786

歳入 
（単位：千円） 
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－3－ 

職員紹介☆大玉村保育所保育士 鈴木
す ず き

千秋
ち あ き

 

ひとこと：今年はディズニーランドに行きたいなぁ～ 

保育所事業

170,038

居宅介護等事業

           74,372

放課後児童クラブ事業

                36,788

法人運営事業

        23,423

いきいきさくら事業

               14,445

さくら施設経営事業 12,852 地域包括支援センター事業

                          17,221

その他事業   10,390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当初予算歳出総額 ３５９，５２９千円 

◎居宅介護事業 

（大玉村ヘルプサービス事業）（訪問介護） 

訪問介護員が利用者に対し、自立した生活を送る 

ことができるように支援を実施します。 

◎障がい福祉サービス事業 

障がいを抱える方へ在宅でその人

らしく自立した生活を送ることができ

るように支援します。 

◎居宅介護支援事業（介護保険事業） 

要介護・要支援者に介護支援専門員が必要な介護支援計画を作成し、有効にサービス

を利用し安心して在宅で過ごすことができるように支援します。また、地域包括ケアの構築

に向け、介護事業課として地域との関わりを深めるための事業を展開していきます。 

◎地域包括支援センター事業 

住み慣れた地域で高齢者が安心して生活が続け

られるよう、地域の様々な社会資源や関係機関のネ

ットワークを活かし、制度の垣根を超えた横断的、多

面的な援助を行います。 

◎大玉村保育所の運営 

・元気で明るい子ども 

・やさしく思いやりのある子ども 

・自分なりにがんばる子ども 

を保育目標に、個々の児童に適切な保育に努めます。 

◎生活支援相談員配置事業 

東日本大震災及び東京電力第一原子力発電所

事故により被災した村内生活者が安心した暮らし

ができるように支援し、関係機関と連携しながら、

避難者地域支援コーディネーターは、地域住民と

のネットワークづくり等地域支援を実施します。 

歳出 
（単位：千円） 
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職員紹介☆大玉村保育所保育士 鈴木
す ず き

友
とも

美
み

 

ひとこと：息子がもう少し大きくなったら、いろんな 

所にでかけたいです。 

 
 

 

保育事業村補助金収益

 155,980,690

村補助金収益 

22,040,934

村受託金収益

 58,038,757

介護保険事業収益

56,371,212

事業収益 

11,017,238

県社協受託金収益

4,639,467
会費収益

2,167,000

共同募金配分金収益

1,741,598

その他収益

 1,002,414

収益（収入）総額 
312,999,310円 

費用（支出）総額 
307,015,426円 

収益（収入） 

（単位：円） 

① 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

   理事会…5回 評議員会…3回 監査…2回 

② 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

   老人クラブ活動助成事業…535名×250円 133,750円 

   地域福祉事業助成事業…17団体 170,000円 

③ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

   社協だより発行…4回 ホームぺージ広報事業の実施 

④ 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

   日常生活用具貸与事業…車いすの貸与 19件 

   給食サービス事業…21回 日常生活自立支援事業の実施 

⑤ 保健医療、教育その他の社会福祉と連携する事業の連絡 

   ふれあい・いきいきサロン開催支援事業…23サロン 

   生活困窮者自立支援法による事業の実施…相談対応 18件 

   フードバンク事業…利用者数延 73名 

⑥ 共同募金事業への協力 

   赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい運動の実施 

⑦ 居宅介護等事業の経営（訪問介護） 

  介護保険事業…延利用件数 4,842件 

  介護予防・日常生活支援総合事業…延利用件数 463件 

  受託事業…軽度生活援助事業・一人暮らし高齢者生活状況確認

業務・高齢者夫婦生活状況確認業務・高齢者等生活支援事業の

実施 

  自費ヘルプサービス事業…延利用件数 130件 

⑧ 居宅介護支援事業の経営 

   介護保険事業…延件数 2,003件 

   介護保険受託事業…要介護認定調査延 89件 

   介護予防サービス計画策定受託事業延 144件 

   介護予防ケアマネジメントプラン受託事業延 48件 

⑨ 障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービス事業の経営 

   障害福祉サービス事業…延利用件数 300件 

⑩ ボランティア活動の振興 

   支え合い・助け合いの仕組みづくり事業の実施 

   ボランティア体験事業の実施  

   相談・コーディネート・調査事業の実施 講座・研修等の開催 

⑪ 生活福祉資金及び生活援助資金貸付事業 

   生活福祉資金貸付 相談件数…17件 新規利用者数…8件 

   生活援助資金貸付 相談件数…3件 新規利用者数…2件 

⑫ 心配ごと相談事業 相談対応数…5件 

⑬ 高齢者生きがい活動支援通所事業（いきいきさくら）の経営 

   登録者数…31名 利用者数…延 1,265名 

⑭ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の経営 

   在籍児童数…250名 

⑮ 地域包括支援センター事業 

  高齢者が地域で生活しやすいように、介護・健康・医療・福祉など

多方面からの総合的支援を実施した 

⑯ 大玉村保育所の運営 

 3月末在籍数…134名 

    

主な事業の報告 

保育事業

 156,137,213

居宅介護等事業 

50,591,731

放課後児童クラブ事業

 33,853,464

法人運営事業

22,450,560

いきいきさくら事業

14,047,551

さくら施設経営事業

12,630,329
地域包括支援センター事業

8,714,670

その他事業

 8,589,908

費用（支出） 

（単位：円） 

大玉村社会福祉協議会だよりは、ホームページからでもご覧いただけます。 

事業活動計算書より作成 
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－5－ 

職員紹介☆運転手（児童クラブ） 後藤
ご と う

吉男
よ し お

   

ひとこと：こんにちは。児童クラブで送迎を担当しています。

安全運転で安心して乗ってもらえるよう、心がけています。 

  
４月から新しく入所した子どもたちも、進級した子どもたちも、保育
所の生活に慣れて、楽しく遊ぶことが出来るようになりました。 
５月には参観日も行い、お家の方に日頃の様子を見てもらいました。 

１歳児 おやつもぐもぐ   

１歳児 包括支援センターで遊んだよ！ ０歳児 お部屋の中でゆったり 

０歳児 手遊び♪ ２歳児 親子製作 

１歳児 親子であそびました☆彡 
保育所脇のこども広場に保護者さんと芝を
植えました。夏には遊べる予定です。 
 

２歳児 所庭で麦茶 おいしい     



大玉社協だより 令和 5年 7月 

－6－ 

職員紹介☆運転手（デイサービス・児童クラブ） 鈴木光
す ず き こ う

徳
と く

 

ひとこと：仕事を終えてから、保育所に通っている孫を迎え

に行くのが楽しみです。 

 

地域包括支援センター通信 

◆ひなたぼっこカフェは月 1 回開催している認知症カフェ
です。６月 20日は東部ふれあいセンターに移動し、花王の
方を講師にお呼びし「口腔ケア」について講話をして頂きま
した。皆さん講師の先生の話に真剣に耳を傾けていました。
来月以降も下記の通りカフェを開催しますので、興味のあ
る方はぜひご参加下さい！！ 

 

日程 開催場所 日程 開催場所 日程 開催場所 

7 月 2５日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 8 月２２日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 9 月２６日（火） 西部ふれあいｾﾝﾀｰ 

10 月１７日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 11 月 21 日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 12 月 19 日（火） 北部ふれあいｾﾝﾀｰ 

1 月 1６日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 2 月 2０日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 3 月 1９日（火） 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

 

【今後のカフェの開催予定】 

 

【問い合わせ先】大玉村地域包括支援センター ☎0243-４８－４８５０ 

 

【問い合わせ先】大玉村指定居宅介護支援事業所 ☎ 0243-４８-４８５０ 

使える介護保険サービス その 9 

★訪問リハビリテーション★ 
  
 
 

〇家でリラックスしてリハビリを受けることができます。 

〇1対 1でしっかり、リハビリをしてもらうことができます。 

〇家で必要な福祉用具や環境整備についてアドバイスを受けることができます。 

〇介護や介助の方法について教えてもらうことができます。 

〇負担割合に応じて自己負担があります。 

 
ご利用にあたっては、色々と条件があります。詳しくはケアマネジャーにご相談ください。 

サービスあれこれ 毎回介護保険やその他のサービスについて
シリーズでご紹介していきます。 

リハビリ専門のスタッフが自宅に来て、生活の場に合わせたリハビリを行うサービスです。 



大玉社協だより 令和 5年 7月 

－7－ 

職員紹介☆運転手 渡辺
わたなべ

清市
せいいち

 

ひとこと：将来ある子どものために、頑張っています。 

 
 大玉村社会福祉協議会では、高齢者生きがい活動支援通所事業、
「いきいきさくら」（介護予防を目的とした通所事業）を開設して
います。自宅前からの送迎、昼食、入浴などのサービスがあり、村
内にお住まいの 65歳以上の元気な方（介護保険に該当していない
方）であればだれでも利用することが可能です。 

【問い合わせ先】大玉村社会福祉協議会 総合福祉センターさくら℡0243-68-2100（平日 8：30～17：15） 
 

◎どんなことをしているの？？ 
  ・仲間とのんびり談話をして過ごしています。 
  ・折り紙やぬりえなどをしています。 
  ・ドライブへ出かけることもあります。 
  ・ゲームや体操で健康づくりをしています。 
  ・おやつをつくって食べることもあります。 
 
◎どんな人が利用できるの？ 
  ・村民の方でおおむね 65歳以上の人。 
  ・日常生活で身の回りの事が自分で出来る人。 
  ・自分の時間をつくり、リラックスしたい人。 
  ・季節利用のみしたい人（夏季・冬季など）。 
  ※体験利用（有料）も出来ます。 
 
◎いつ利用できるの？ 
  ・月曜日から金曜日、午前１０時から午後３時までの 
   週一回利用となります。 
  ・土日、祝日、１２月２９日から１月３日まではお休みです。 
 
◎料金は？ 
  ・一回の利用につき７００円かかります。 
 
◎利用するには？ 
  ・まずはご連絡ください。ご自宅に訪問し、利用の手続き 
をしてから利用となります。 

さくら到着 

入浴・趣味活動 

昼食 

余暇（昼寝など） 

お茶休憩 

さくら出発・帰宅 

ゲーム・創作活動 

さくらカフェは、お子さんを遊ばせたり、保護者同士
で交流したり、子育ての悩みや不安を相談できる場所
です。お気軽にご利用ください。季節の行事や料理教
室なども実施しており、夏休み期間などは、小学生も
対象としたワークショップなども実施しています。  

利 用 日：月・火・水・木・金 

（土日祝日、お盆、年末年始はお休み） 

利用時間：10：00～15：00 

場 所：大山公民館２階 

対 象 者：村内の未就学のお子さんとその保護者 

※いつからでも利用できますが、初回に利用申し

込みへの記入が必要です。（無料） 

※各種イベント時には参加費がかかる場合があり

ます。 

問い合わせ:080-6050-3596/0243-68-2100（平日 8：30～17：15） 

 

子育て用品交換会を 
実施しました。 

６月２７日(火)に子供用品の交換会を実施しま
した。すぐにサイズアウトしてしまう、子供服…。
ほんの数か月しか使わないベビーグッズ…。次に
必要な方にお渡しできました。おゆずり回収にご
協力いただいた皆様ありがとうございました。 
次回は秋に、秋冬物の交換会を実施予定です！ 



大玉社協だより 令和 5年 7月 

－8－ 

職員紹介☆総務課総務係主事 大木
お お き

友
ゆ

香里
か り

 

ひとこと：今年４月に入職しました。 

社協の一員としてがんばります！！ 

 

発行：社会福祉法人大玉村社会福祉協議会 
総 務 課 
地域福祉課 

969-1302 安達郡大玉村玉井字東三合目 19 大玉村総合福祉センター「さくら」内 
電話 0243（68）2100 FAX0243（68）2103  E-mail outama@arion.ocn.ne.jp 

介護事業課 
969-1302 安達郡大玉村玉井字台 36-1 大玉村地域包括支援センター内 
電話 0243（48）4850 FAX0243（48）4851  E-mail ｑｑk32an9n@heart.ocn.ne.jp 

大 玉 村 
保 育 所 

969-1302 安達郡大玉村玉井字台 19-2 
電話 0243（48）3600 ＦＡＸ0243（24）6955  E-mail otama-h@bz04.plala.or.jp 

 

心配ごと相談 
のご案内 

 

一人で悩んでいませんか？ 
日常生活の悩みごと 
心配ごと気がかりなこと 
何処に相談してよいかわからないこと… 

皆様から社会福祉協議会に善意が寄せられました。いただいたご寄附は、ご芳志の趣旨に添って、
有効に活用させていただきます。 
 誠にありがとうございました、以下寄附者の方のご芳名を記させていただきます。なお、下記の方以外
にも匿名でご寄附があったことを申し添えます。 
期間：令和 5 年１月～６月末（順不同、内容は省略させていただきます。） 

◆一般寄附 
  倉田 正太 様 
 
◆物品寄附 
  伊藤 公一 様 
 
◆フードバンク提供 
  フードバンク郡山そっとね 様 
  一般社団法人フードバンク二本松 様 

https://ootama-shakyo.jp 

 大玉村社会福祉協議会では、地域のふれ
あいサロン等へニュースポーツの用具や、
ゲームの道具などのレクリエーション用
具の貸し出しを行っています。 
 用具の貸し出し希望やお問い合わせは
お気軽にご連絡ください。 

お問い合わせ先大玉村社会福祉協議会地域福祉係 
 ℡ 0243-68-2100（平日 8：30～17：15） 

 

レクリエーション体験会の様子 

＝貸し出せる用具＝ 

◎スカットボール  ◎輪投げ  ◎ボッチャ 

◎モルック  ◎ソフトモルック  ◎レクゴルフ 

◎大型ジェンガ  ◎ストライクボール 

◎ビンゴゲーム   ◎マンカラ 

 大玉社協では、心配ごと相談所を開設しています。 
地域で暮らす住民の皆さんの日常生活の困りごと
や心配ごとに無料で相談員が応じます。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。 

令和 5年度の開設日 
毎月 15日、15日が土日祝日の場合は翌平日の 
午前 9時から正午まで 

8 月 17日（木） 10 月 16日（月） 

9 月 15日（金） 11 月 15日（水） 

 
〇時 間：午前９時から正午まで 
〇場 所：総合福祉センターさくら 
〇対象者：村内で暮らす住民の皆さん、日常生活上の

悩みや 
心配ごとを抱えている方 

定期相談日以外にも社協職員が随時相談に応じます。 
まずは総合福祉センターさくらまでお電話ください。 
問合せ先 

社会福祉法人大玉村社会福祉協議会総合福祉センターさくら 

〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字東三合目１９番地 

地域福祉係℡0243-68-2100（平日 8：30～17：15） 


